
（様式2） 

教育委員会（議案･報告）第9号 

（所 管） 総務部 総務課 

件  名 
堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改

正について 

提 案 理 由 

堺市職員の給与に関する条例（昭和29年条例第6号）及び堺市会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する規則（令和元年規則第93号）の一部改正を踏ま

え、教育委員会が任命する会計年度任用職員の基本報酬、期末手当等の規定に

ついて、市の他の会計年度任用職員との均衡を図るため、所要の改正等を行う

ものである。 

なお、本件は教育委員会の議決事項であるが、教育委員会の会議を開く暇が

なかったため、教育長に対する事務委任等に関する規則第4条第1項の規定によ

り、令和7年12月23日に教育長において臨時に代理したので、報告するものであ

る。 

議案（報告）の 

概要又は要旨 

1 改正の内容 

（1）非常勤講師の時間額報酬を3,040円から3,130円に引き上げるもの 

（2）会計年度任用職員の期末手当について、令和7年12月に支給するものの支

給割合を100分の125から100分の127.5に引き上げるもの 

（3）会計年度任用職員の期末手当について、令和8年6月以降に支給するものの

支給割合を100分の127.5から100分の126.25にするもの 

（4）規定の整備を行うもの 

 

2 施行期日等 

・公布の日から施行する。ただし、1（1）に係る改正規定については令和8年1

月1日から、1（3）に係る改正規定は令和8年4月1日から施行する。 

・1（2）に係る改正規定は令和7年12月1日から適用する。 

 

備 考 

 



議決後必要と 

なる取組 

この案件の教育委員会議決後は、 

□ 上記案により、公布する。 

□ 令和  年 第  回市議会（定例会・臨時会）に提出する議案につい

ては、異議がないものとして回答する。 

■ その他（教育長の臨時代理により、公布済みである。    ） 

 

  



 

 

報告第9号 

 

 

 

 

 

堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正について 

 

 

 

次のとおり、堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一

部改正について、教育長に対する事務委任等に関する規則第4条第1項の規定に基づき、

令和7年12月23日に教育長において臨時に代理したので報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 7 年 1 2月 2 6日 

堺 市 教 育 委 員 会 

教育長  関  百合子 
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   堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を 

改正する規則 

 

第１条 堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則（令和２年教

育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第５条第３項第３号中「３，０４０円」を「３，１３０円」に改める。 

第１２条第１項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改める。 

附則第３項中「令和６年１２月１日」を「令和７年１２月１日」に、「（令和６年規

則第９３号）」を「（令和７年規則第７８号）」に改める。 

附則第４項中「令和６年１２月１日」を「令和７年１２月１日」に改める。 

附則第５項中「令和６年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「（令和６年規則第

９３号）」を「（令和７年規則第７８号）」に改める。 

附則中第７項を第１０項とする。 

附則第６項の前の見出しを削り、同項を附則第９項とし、同項の前に見出しとして

「（継続職員の特例）」を付する。 

附則第５項の次に次の見出し及び３項を加える。 

  （費用弁償に係る経過措置） 

６ 令和７年１２月１日において非常勤講師である者に対する令和７年４月１日から同

年１２月３１日までの間（以下「対象期間」という。）における通勤に要する費用の

費用弁償の額の算定に係る第８条の規定の適用については、同条第３項第２号中「職

員給与条例別表第７」とあるのは「堺市職員の給与に関する条例及び堺市一般職の任

期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例（令和７年条例第３４号）第１

条の規定による改正前の職員給与条例別表第７」とする。 

７ 令和７年１２月１日において遡及対象職員である者に対する対象期間における通勤

に要する費用の費用弁償の額は、市規則第５条第２項の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。 

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）を利用して

その運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担することを常例とする場合     

その者の週勤務日数に５２を乗じ、これを１２で除して得た日数（１日未満の端数

があるときは、当該端数を切り上げた日数）を１か月に勤務するものとして、当該

日数に最も経済的かつ合理的と認められる当該交通機関の利用区間に係る往復普通

運賃の額を乗じて得た額と当該利用区間に係る通用期間１か月の定期券の価額のい

ずれか少ない額（当該額が５５，０００円を超える場合は、５５，０００円） 

(2) 通勤のため自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具（以下

「自転車等」という。）を使用することを常例とする場合 自転車等の片道の使用

距離に応じて附則別表に定める額に月の初日から末日までの期間における勤務した
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時間のある日数を乗じて得た額（当該額が自転車等の片道の使用距離に応じて職員

給与条例別表第７に定める額を超える場合は、同表に定める額） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用す

ることを常例とする場合 交通機関を利用する区間について第１号の規定により算

出した額と、自転車等を使用する区間について前号の規定により算出した額とを合

算した額（当該額が５５，０００円を超える場合は、５５，０００円） 

 ８ 令和７年１２月１日において遡及対象職員である者であって、不遡及期間があるも

のに対する同年４月１日から不遡及期間（そのものに不遡及期間が２以上あるとき

は、直近の不遡及期間とする。）の末日までの間における通勤に要する費用の費用弁

償の額については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

  附則に次の１表を加える。 

附則別表（附則第７項関係） 

（単位 円） 

自転車等の使用距離（片道） 支給日額 

通勤が困難であると認めら

れる身体に障害を有する職

員 

その他の職員 

２キロメートル未満 １３０ ０ 

２キロメートル以上５キロ

メートル未満 

２００ １００ 

５キロメートル以上１０キ

ロメートル未満 

３００ ２００ 

１０キロメートル以上１５

キロメートル未満 

４３０ ３５０ 

１５キロメートル以上２０

キロメートル未満 

５６０ ５００ 

２０キロメートル以上２５

キロメートル未満 

７００ ６５０ 

２５キロメートル以上３０

キロメートル未満 

８５０ ８００ 

３０キロメートル以上３５

キロメートル未満 

１，０００ ９４０ 

３５キロメートル以上４０

キロメートル未満 

１，１５０ １，０９０ 

４０キロメートル以上４５ １，３００ １，２４０ 
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キロメートル未満   

４５キロメートル以上５０

キロメートル未満 

１，４５０ １，３９０ 

５０キロメートル以上５５

キロメートル未満 

１，６００ １，５４０ 

５５キロメートル以上６０

キロメートル未満 

１，７５０ １，７００ 

６０キロメートル以上 １，９００ １，８５０ 

備考 この表のその他の職員の欄の適用を受ける遡及対象職員（その通勤における自

転車等の使用距離（片道）が２キロメートル以上１５キロメートル未満であるもの

に限る。）のうち、自転車の使用距離（片道）が１キロメートル以上のものについ

ては、この表に定める額に５０円（当該遡及対象職員の住居が本市の区域内にある

場合については、１００円）を加算した額を通勤に要する費用の費用弁償の額とす

る。 

第２条 堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を次の

ように改正する。 

第１２条第１項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改め

る。 

 

   附 則 

  （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

 (1) 第１条中第５条第３項第３号の改正規定 令和８年１月１日 

(2) 第２条の規定 令和８年４月１日 

２ 第１条の規定による改正後の堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する規則（以下「改正後の規則」という。）第１２条第１項の規定は、令和７年１２

月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の堺市教

育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給され

た給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。 
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堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則（令和２年教育委員会規則第１号）新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正後（案） 

（パートタイム会計年度任用職員の基本報酬） （パートタイム会計年度任用職員の基本報酬） 

第４条 １～３ （略） 第４条 １～３ （略） 

第５条 条例第３条第５項の任命権者が別に定めるパートタイム会計年

度任用職員は、次に掲げる者とする。 

第５条 条例第３条第５項の任命権者が別に定めるパートタイム会計年

度任用職員は、次に掲げる者とする。 

(1) ～(7) （略） (1) ～(7) （略） 

(8) 講師 (8) 講師 

２ （略） ２ （略） 

３ 次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬は時間

額で支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 

３ 次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬は時間

額で支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 第１項第８号に掲げる者 ３，０４０円 (3) 第１項第８号に掲げる者 ３，１３０円 

（時間額パートタイム会計年度任用職員の期末手当） （時間額パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１２条 市規則第４条第１項第２号に規定する時間額パートタイム会

計年度任用職員（以下単に「時間額パートタイム会計年度任用職員」

という。）の期末手当の額は、市規則第９条第３項の規定にかかわら

ず、期末手当基礎額に１００分の１２５を乗じて得た額（その額に１

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

第１２条 市規則第４条第１項第２号に規定する時間額パートタイム会

計年度任用職員（以下単に「時間額パートタイム会計年度任用職員」

という。）の期末手当の額は、市規則第９条第３項の規定にかかわら

ず、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

２ （略） ２ （略） 
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   附則    附則 

（堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正

に伴う経過措置） 

（堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正

に伴う経過措置） 

３ 令和６年１２月１日において別表の左欄に掲げるパートタイム会計

年度任用職員であって、次の各号のいずれにも該当するもの（以下「遡

及対象職員」という。）以外の者に対する同年４月１日から同年１２

月３１日までの間における勤務に係る基本報酬に関する第４条第１項

の規定の適用については、同項中「市規則別表第１」とあるのは、「堺

市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正す

る規則（令和６年規則第９３号）による改正前の市規則別表第１」と

する。 

３ 令和７年１２月１日において別表の左欄に掲げるパートタイム会計

年度任用職員であって、次の各号のいずれにも該当するもの（以下「遡

及対象職員」という。）以外の者に対する同年４月１日から同年１２

月３１日までの間における勤務に係る基本報酬に関する第４条第１項

の規定の適用については、同項中「市規則別表第１」とあるのは、「堺

市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正す

る規則（令和７年規則第７８号）による改正前の市規則別表第１」と

する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

４ 前項の規定は、令和６年１２月１日において遡及対象職員である者

であって、同年４月１日から同年１１月３０日までの間に遡及対象職

員でない期間（以下「不遡及期間」という。）があるものに対する同

年４月１日から不遡及期間（そのものに不遡及期間が２以上あるとき

は、直近の不遡及期間とする。）の末日までの間における勤務に係る

基本報酬について準用する。 

４ 前項の規定は、令和７年１２月１日において遡及対象職員である者

であって、同年４月１日から同年１１月３０日までの間に遡及対象職

員でない期間（以下「不遡及期間」という。）があるものに対する同

年４月１日から不遡及期間（そのものに不遡及期間が２以上あるとき

は、直近の不遡及期間とする。）の末日までの間における勤務に係る

基本報酬について準用する。 

５ 市規則別表第１の左欄に掲げる職務の区分に該当するパートタイム

会計年度任用職員に対する令和６年４月１日から同年１２月３１日ま

での間における勤務に係る基本報酬に関する第４条第３項の規定の適

用については、同項の規定によりその例によることとされる市規則第

５ 市規則別表第１の左欄に掲げる職務の区分に該当するパートタイム

会計年度任用職員に対する令和７年４月１日から同年１２月３１日ま

での間における勤務に係る基本報酬に関する第４条第３項の規定の適

用については、同項の規定によりその例によることとされる市規則第
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３条第４項中「別表第１」とあるのは、「堺市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則（令和６年規則第

９３号）による改正前の別表第１」とする。 

３条第４項中「別表第１」とあるのは、「堺市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則（令和７年規則第

７８号）による改正前の別表第１」とする。 

（新設）  （費用弁償に係る経過措置） 

（新設） ６ 令和７年１２月１日において非常勤講師である者に対する令和７年

４月１日から同年１２月３１日までの間（以下「対象期間」という。）

における通勤に要する費用の費用弁償の額の算定に係る第８条の規定

の適用については、同条第３項第２号中「職員給与条例別表第７」と

あるのは「堺市職員の給与に関する条例及び堺市一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の一部を改正する条例（令和７年条例第３４号）

第１条の規定による改正前の職員給与条例別表第７」とする。 

（新設） ７ 令和７年１２月１日において遡及対象職員である者に対する対象期

間における通勤に要する費用の費用弁償の額は、市規則第５条第２項

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定め

る額とする。 

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）

を利用してその運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担す

ることを常例とする場合 その者の週勤務日数に５２を乗じ、これ

を１２で除して得た日数（１日未満の端数があるときは、当該端数

を切り上げた日数）を１か月に勤務するものとして、当該日数に最

も経済的かつ合理的と認められる当該交通機関の利用区間に係る往

復普通運賃の額を乗じて得た額と当該利用区間に係る通用期間１か
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月の定期券の価額のいずれか少ない額（当該額が５５，０００円を

超える場合は、５５，０００円） 

(2) 通勤のため自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交

通用具（以下「自転車等」という。）を使用することを常例とする

場合 自転車等の片道の使用距離に応じて附則別表に定める額に月

の初日から末日までの期間における勤務した時間のある日数を乗じ

て得た額（当該額が自転車等の片道の使用距離に応じて職員給与条

例別表第７に定める額を超える場合は、同表に定める額） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自

転車等を使用することを常例とする場合 交通機関を利用する区間

について第１号の規定により算出した額と、自転車等を使用する区

間について前号の規定により算出した額とを合算した額（当該額が

５５，０００円を超える場合は、５５，０００円） 

（新設） ８ 令和７年１２月１日において遡及対象職員である者であって、不遡及

期間があるものに対する同年４月１日から不遡及期間（そのものに不遡

及期間が２以上あるときは、直近の不遡及期間とする。）の末日までの

間における通勤に要する費用の費用弁償の額については、前項の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

（継続職員の特例） （継続職員の特例） 

６ （略） ９ （略） 

７ （略） １０ （略） 

（新設） 附則別表（附則第７項関係） 
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 （単位 円） 

 自転車等の使用距離（片

道） 

支給日額 

通勤が困難であると認

められる身体に障害を

有する職員 

その他の職員 

２キロメートル未満 １３０ ０ 

２キロメートル以上５

キロメートル未満 

２００ １００ 

５キロメートル以上１

０キロメートル未満 

３００ ２００ 

１０キロメートル以上

１５キロメートル未満 

４３０ ３５０ 

１５キロメートル以上

２０キロメートル未満 

５６０ ５００ 

２０キロメートル以上

２５キロメートル未満 

７００ ６５０ 

２５キロメートル以上

３０キロメートル未満 

８５０ ８００ 

３０キロメートル以上

３５キロメートル未満 

１，０００ ９４０ 

３５キロメートル以上

４０キロメートル未満 

１，１５０ １，０９０ 
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４０キロメートル以上

４５キロメートル未満 

１，３００ １，２４０ 

４５キロメートル以上

５０キロメートル未満 

１，４５０ １，３９０ 

５０キロメートル以上

５５キロメートル未満 

１，６００ １，５４０ 

５５キロメートル以上

６０キロメートル未満 

１，７５０ １，７００ 

６０キロメートル以上 １，９００ １，８５０ 

備考 この表のその他の職員の欄の適用を受ける遡及対象職員（その通勤 

における自転車等の使用距離（片道）が２キロメートル以上１５キロ 

メートル未満であるものに限る。）のうち、自転車の使用距離（片道） 

が１キロメートル以上のものについては、この表に定める額に５０円 

（当該遡及対象職員の住居が本市の区域内にある場合については、１ 

００円）を加算した額を通勤に要する費用の費用弁償の額とする。 
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堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則（令和２年教育委員会規則第１号）新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正後（案） 

（時間額パートタイム会計年度任用職員の期末手当） （時間額パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１２条 市規則第４条第１項第２号に規定する時間額パートタイム会

計年度任用職員（以下単に「時間額パートタイム会計年度任用職員」

という。）の期末手当の額は、市規則第９条第３項の規定にかかわら

ず、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

第１２条 市規則第４条第１項第２号に規定する時間額パートタイム会

計年度任用職員（以下単に「時間額パートタイム会計年度任用職員」

という。）の期末手当の額は、市規則第９条第３項の規定にかかわら

ず、期末手当基礎額に１００分の１２６．２５を乗じて得た額（その

額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

２ （略） ２ （略） 
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